
 

令和６年度 山梨県食品衛生監視指導計画（概要） 

 

１ 食品衛生監視指導計画について 

  県は食品衛生法に基づき、食品の安全性の確保を図るため、地域の実情を勘案し、

監視指導の実施に係る計画を年度ごとに策定することとされている。（法第２４条） 

 ・計画区域 甲府市を除く県内全域 

・実施内容 ①重点的な監視指導、②食品営業施設の監視指導、③流通食品の安全

性の確保 

・重点項目 「食中毒防止対策」「ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の推進」 

「適正な食品表示の推進」 

 

２ 重点的に監視指導する事項 

（１）食中毒防止対策 

 令和５年はアニサキスによる食中毒１件であったが、全国的にノロウイルスによる

食中毒が増加傾向にあり、令和４年のノロウイルスによる食中毒において、１件あた

りの患者数が過去１０年間で最多となる１７７人の事件が発生したことから、引き続

き食中毒予防の注意喚起、食品や調理器具等の適切な衛生管理の普及啓発を行う。 

（２）ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の推進 

 全ての食品等事業者にＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が義務化されたが、施設の規模

や取り扱う品目ごとに運用が異なることから、食品等事業者の運用状況を確認し効果

的な助言・指導を引き続き行う。 

（３）適正な食品表示の推進 

 令和３年６月より自主回収届出制度が施行されたが、その多くが食品表示の誤りを

原因とするものであった。また、新たな遺伝子組換え表示の施行や、くるみのアレル

ゲン表示義務化等の状況を踏まえ、適正な表示となるよう食品等事業者への助言・指

導を行う。 

 

３ 食品営業施設等の監視指導 

営業施設（業種）ごとに、流通の広域性、食中毒の危険度、施設の規模等を勘案し、

重要度に応じた５段階の監視回数を定め効率的に監視指導を実施する。 

 

４ 流通食品の安全性の確保 

県内で生産、製造、加工、販売される食品等について、県内での流通量や製造量を

勘案し、７５０検体を目標に収去を行う。収去した食品等は、食品衛生法で定める食

品の規格基準や山梨県食品の指導基準に基づいた微生物、食品添加物、残留農薬等の

検査を行い、違反あるいは不良食品の流通防止・排除を実施する。 


